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地域企業「担い手交流」実践プログラムに係る業務受託候補者募集要項 

 

 地域企業「担い手交流」実践プログラムに係る業務の受託候補者の選定に当たって、公募型プロポーザ

ル方式による企画競争選定を行いますので、次のとおり提案を募集します。 

なお、本受託候補者募集は、本業務に係る京都市の令和８年度予算の成立を前提に、年度開始前の準備

行為として行うものです。そのため、予算が成立しなかった場合、本受託候補者募集及び受託候補者の選

定等は無効となります。この場合、本件に係る費用が既に発生していても、受託候補者は、その費用を京

都市に請求することはできません。 

また、予算が成立した場合も、契約の締結は令和８年４月１日以降となりますことをあらかじめ、御了

承くださいますようお願い申し上げます。 

  
１ 業務の内容 

（１）件名 

   地域企業「担い手交流」実践プログラムに係る業務 
（２）契約期間 

   契約締結日から令和９年３月３１日まで 
（３）契約内容 

   委託仕様書のとおり 
 
２ 契約上限額 

金６，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 
 
３ プロポーザル応募の参加要件 

次の各号に掲げる事項の全てを満たしていることとします。 

（１） 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録している者であること、あるいは、京都市競争入札等取

扱要綱第２条第１項の各号に掲げる資格を有する者であること。 

【参考】京都市競争入札等取扱要綱（一部抜粋） 
（競争入札の参加者の資格） 
第２条 競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を有するものでなければなら

ない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。 
⑴ 令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者でないこと。 
⑵ 引き続き１年以上当該営業を営んでいること。 
⑶ 次に掲げるものを滞納していないこと。 
ア 所得税又は法人税 
イ 消費税及び地方消費税 
ウ 本市の市民税及び固定資産税 
エ 本市の水道料金及び下水道使用料 

⑷ （略） 
⑸ 前号に定めるもののほか、法令の規定により、営業について免許、許可又は登録等
を要する場合にあっては、当該免許、許可又は登録等を受けて当該営業を営んでいる
こと。 

⑹ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定す
る暴力団密接関係者でないこと。 

（２） 本業務の趣旨を十分に理解し、公益に資する意思を持って参加する者であること。 

（３） 本公告に係る書類提出期限の日から契約の締結の日までの期間に、京都市競争入札等取扱要綱第

２９条第１項の規定に基づく競争入札参加停止を受けていないこと。 
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（４） 本業務を実施するのに必要な運営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有している

こと。 

（５） 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、特定の候補者や政党などを推薦し支持し又は反対

する目的の団体でないこと。 

（６） 共同事業体による応募にあっては、以下の資格要件を全て満たすこと。 

ア 共同事業体の全ての構成員は、上記（１）～（５）の要件を満たすこと。 

イ 共同事業体の代表者は、共同事業体の構成員の中から選定することとし、本市の窓口となると

ともに、共同事業体の正確な意思伝達を行うこと。 

ウ 共同事業体の所在地は、共同事業体の代表者の所在地であること。 

エ 共同事業体の全ての構成員は、別の参加者又は別の共同事業体の構成員として本公募に応募し

ていないこと。 

 

４ 応募手続等 

プロポーザルに応募する者は、次に示すところにより、別添様式の「地域企業「担い手交流」実践プ

ログラムに係る業務委託に関するプロポーザル参加表明書」（以下「参加表明書」という。）及び企画提

案書等を提出するものとします。 

（１）提出先 

「１０ 問合せ先及び提出先」に同じ 

（２）各種必要書類の提出 

ア 提出書類及び提出部数 
（ア）参加表明書（別添様式１）：１部 
（イ）企画提案書（任意様式）：８部 
（ウ）見積書（任意様式）：１部 
   見積書の宛先は「京都市長」とすること。 
   提案された業務一切に係る積算根拠を明示すること。 
（エ）企画提案者の概要が分かる資料（履歴事項全部証明書（発行日から３か月以内のもの、写し

可）、定款又は寄付行為の写し等）：１部 
（オ）直近の決算書又はこれに類する書類：１部 
  

 なお、京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されていない方は、（ア）～（オ）に加え、次の

（カ）～（コ）の書類を各１部提出してください。 
 共同事業体による応募については、上記（ア）～（ウ）は共同事業体名義のものを提出すること

とし、上記（エ）、（オ）及び次の（カ）～（コ）の書類については、共同事業体の全ての構成員分

を各１部提出することとします。 
 

  （カ）印鑑証明書（発行日から３か月以内のもの、写し可） 
  （キ）納税証明書（国税及び京都市税（市民税及び固定資産税）：直近１か年分、写し可） 
     ※発行日から３か月以内のもの 
     ※本市所在の事業所でない場合は、本社の位置する自治体が発行する証明書 
  （ク）使用印鑑届（別添様式２）または委任状兼使用印鑑届（別添様式２－１） 
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  （ケ）誓約書（別添様式３） 
  （コ）調査同意書（別添様式４） 
  イ 提出期限 

令和８年３月１９日（木）午後５時（必着） 
  ウ 提出方法 

以下のいずれかの方法により、提出してください。 
（ア）持参 

京都市の休日を定める条例に規定する休日を除く午前８時４５分から午後５時までとし、事

前に必ず持参の旨を連絡すること（ただし、正午から午後１時までを除く）。 
（イ）郵送 

イの提出期限内必着で書留郵便に限る。また、必ず到達確認を行うこと。 
エ 記載要領等 
  アの提出書類のうち、企画提案書については、「６ 企画提案書記載要領」を参照してください。 
オ 注意事項 
（ア）公募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 
（イ）失格となる参加表明書及び企画提案書等 

参加表明書及び企画提案書等が次の事項の一つに該当する場合には失格となる場合がありま

す。 
なお、失格となった場合は、別途通知するものとします。 

ａ 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの 
    ｂ 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの 
    ｃ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 
    ｄ 虚偽の内容が記載されているもの（提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効に 

するとともに、今後実施するプロポーザル及び京都市競争入札等取扱要綱に規定される競争

入札への参加を停止する場合があります。また、契約締結後に発覚した場合は、契約を解除し、

違約金を請求する場合があります。） 
  （ウ）失格となる見積書 

契約上限額を上回る価格で見積書を提出したときは、失格とします。 
また、著しく低い価格で見積書を提出したときは、諸法令が遵守されているかなど、見積書の

内容を応募者に確認したうえで、その内容が不適切な場合には失格とすることがあります。 
（エ）制約事項 

   ａ 提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て応募者の負担とします。 
   ｂ 提出書類は、受託者の選定以外には、応募者に無断で使用しません。 
   ｃ 提出書類は、受託者の選定作業に必要な範囲において、複製することがあります。 
   ｄ 提出期限後の提出書類の差替え及び再提出は、明らかな誤字脱字等により本市の承諾を得 

た場合のほかは認めません。 
   ｅ 提出書類は、全て返却しません。 
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５ 本件に関する質問期限及び回答 

（１）質問ができる者 

本書及び委託仕様書等に対して質問できる者は、上記「３ プロポーザル応募の参加要件」を満た

している者とします。 

（２）質問期限  

令和８年３月１２日（木）午後５時まで 
※期限後の質問は、一切受け付けません。 

（３）質問方法  

本件に係る問合せについては、京都市産業観光局産業企画室（担当：中井、平子）に電子メールで

送付してください。それ以外の方法は認めません。 
なお、電子メールについて、件名は「地域企業「担い手交流」実践プログラムに係る業務委託に関

する問合せ」とし、担当者名及び連絡先を明記してください。また、電子メール送信後、必ず電話に

より上記担当者に受信確認を行ってください。 

（４）回答日及び回答方法 

 令和８年３月１６日（月）までに、質問をされた方全員に対し、電子メールで通知します。 
 
６ 企画提案書記載要領 

（１）応募者は、本書及び委託仕様書に記載した要件を遵守したうえで、応募者独自の創意工夫を凝らし 
た提案を行うよう努めることとします。 

（２）様式は任意としますが、原則、Ａ４サイズ（両面使用）とします。ただし、図面等はＡ３版の用紙 
をＡ４サイズに折り込むことを可とします。 

（３）専門的な知識を持たない者でも理解できるように、極力わかりやすい表現で記載し、紙媒体で提出 
  することとします。 
（４）必須提案項目 

委託仕様書の４「業務内容」について、特に以下の項目を中心に、具体的な企画を盛り込むことと 
します。 

○ 委託仕様書４－１ 企業間の担い手交流促進に関する業務（１）「取組の普及啓発」 
  地域企業等への普及啓発に向けた具体的な企画の提案。 
○ 委託仕様書４－１ 企業間の担い手交流促進に関する業務（２）「取組の導入支援」 
  本プログラムの参加企業の課題整理やニーズの明確化を行い、企業間の人材交流に向

けた取組を導入していく具体的な支援内容の提案。 
（５）任意提案項目 

   企業間での多様な人材交流を促進するための貴社ならではの提案を企画提案書に盛り込むことが

できます。 

 

７ 提案の審査 

 提出された企画提案書に基づいて、応募者がプレゼンテーションを実施し、本市が設置する審査委員

会が審査します。 
（１）日時 

令和８年３月２４日（火）時間未定 
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（２）場所 
      京都市役所本庁舎１階 産業観光局会議室 
（３）注意事項等 

  ア プレゼンテーションの実施時間は２０分程度とし、企画提案の説明時間は１０分以内、審査委員

からの質問及びその回答時間は１０分程度とします。 
  イ プレゼンテーションに参加しなかった応募者は失格とします。 
  ウ プレゼンテーションは、提出した企画提案書で実施することとします。 

（パソコン、プロジェクター及びスクリーン等は使用できません。） 
  エ プレゼンテーションの参加者は、最大５名とします。（共同事業体による応募においても同様で

す。） 
 

８ 受託者の決定 

（１） 受託候補者の決定 

    審査は別添の「評価基準」に基づいて行い、合計点が６０点以上の者の中から、点数が最も高い

者を受託候補者として選定します。本市は、この選定結果を踏まえ、受託事業者を決定します。 

       応募者が１者であった場合については、採点結果が一定点数以上（合計点が６０点以上）であり、

かつ審査委員会の委員への意見聴取を行ったうえで、本業務を受託するに当たり、適切に業務を遂

行できるかを総合的に判断し、受託候補者とします。 

（２） 審査結果の通知 

審査結果は、令和８年３月下旬頃に通知します。 
また、京都市公式ホームページ（京都市情報館）上にて、参加した事業者、評価点及び選定理由

を公表します。 
なお、審査の経過等に関する問合せには応じません。 

（３） 受託者の決定 

受託候補者と協議し、仕様等の契約内容について合意した場合は、契約を締結します。 
なお、受託候補者と協議し、合意しなかった場合は、次点の応募者を新たな受託候補者として協

議を行います。 
 

９ 契約に関する基本的事項 

  受託者との契約においては、次の事項を基本とします。 

（１）契約金額 
契約金額は、受託候補者の提示価格に基づき、受託候補者と協議のうえ、決定します。 

（２）契約内容 

契約内容は、委託仕様書、企画提案書、プレゼンテーションの内容に基づき、受託候補者と協議の

うえ、決定します。ただし、提案内容は、実現を確約したものとみなすため、実現可能性の観点に留

意した提案内容としてください。 
（３）契約期間 

契約期間は、契約締結日から令和９年３月３１日までとします。 
（４）特約事項 

企画提案内容の実現に必要な追加費用及び別途費用は、全て受託者の負担とします。 
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（５）再委託の原則禁止  

   受託者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはなりませ

ん。ただし、あらかじめ本市の承諾を得た場合は、この限りではありません。 
 
１０ 問合せ先及び提出先 

〒６０４－８５７１ 
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 
京都市産業観光局産業企画室 担当：中井、平子 
ＴＥＬ：０７５－２２２－３７５６／ＦＡＸ：０７５－２２２－３３３１ 
電子メールアドレス：ninaitekakuho@city.kyoto.lg.jp 
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